
「児童扶養手当法」の一部が改正されました

問い合わせ　福祉課子育て支援室　☎０５３７�１１２０
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70歳未満の人の�
� 自己負担限度額が変わります！
平成27年１月から、70歳未満の人の
高額療養費自己負担限度額が右のよう
に変更になります。これにより、今ま
でよりも所得区分が細分化され、所得
に応じた医療費の負担となります。
なお、70歳以上の人の自己負担限度
額に変更はありません。
限度額適用認定証（限度額適用認
定・標準負担額減額認定証）を医療機
関などへ提示することにより、外来・
入院ともに窓口での支払いは限度額ま
でとなります。（国保税に未納がある場
合は交付できません）
既に認定証を持っている人には、12
月中に新しい認定証を送付します。

【平成 26年 12 月までの自己負担限度額（月額）】
所得区分 ３回目まで ４回目以降

一般 80,100円＋（医療費－
267,000円）×0.01 44,400円

上位所得者 150,000円＋（医療費－
500,000円）×0.01 83,400円

住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

【平成 27年 1月からの自己負担限度額（月額）】
所得区分 ３回目まで ４回目以降

一
般

総所得金額等が210万円を�
超え600万円以下

80,100円＋（医療費－
267,000円）×0.01 44,400円

総所得金額等が210万円以下 57,600円 44,400円

上
位
所
得

総所得金額等が901万円を�
超える

252,600円＋（医療費－
842,000円）×0.01 140,100円

総所得金額等が600万円を�
超え901万円以下

167,400円＋（医療費－
558,000円）×0.01 93,000円

住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

国民健康保険の高額療養費の自己負担限度額が変わります

問い合わせ　国保健康課　☎０５３７�１１７１
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〈参考：児童扶養手当の月額〉
子ども１人の場合
全部支給：41,020円
一部支給：41,010円～9,680円
（所得に応じて決定されます）
子ども２人以上の加算額
２人目：5,000円
３人目以降１人につき：3,000円
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